
令和5年度上期（令和5年4月～令和5年9月）

無断複製・転載禁止

相談事業の活動実績とご相談内容等について



復興住宅 復興住宅に入居された方々を対象に、個別相談を実施。

仮設住宅 県内の仮設住宅集会所を順次訪問し、個別相談を実施。

その他
避難指示が解除された地域の公共施設や借上住宅居住者で構成されている自治

会の集会所等を会場として、説明会・個別相談を実施。

県内（郡山市、福島市、会津若松市、白河市、いわき市、南相馬市、富岡町、

楢葉町、浪江町）の公共施設等を会場として、定期的に個別相談を実施。

福島県弁護士会と法律相談事業に関する委託契約を締結し、福島県内の弁護士

事務所、居宅、公共施設等で個別相談を実施。

巡

回

相

談

常設会場相談

弁護士会への

委託相談

避難指示区域からの避難者が多い都県において、個別相談を実施。

（一部会場では賠償請求全般と住居確保損害を主なテーマとした説明会を同時開催）

NDF本部（東京）で毎週火曜日・木曜日に個別相談を実施。

全国の弁護士会と法律相談事業に関する委託契約を締結し、全国各地の弁護士

事務所、居宅、公共施設等で個別相談を実施。

県外相談会

NDF本部

対面相談

弁護士会への

委託相談

1.相談事業の概要
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相談事業の形態について

対面相談（弁護士） 電話（弁護士・行政書士）

福島県内

福島県外

電話相談（弁護士）

電話情報提供（行政書士）

NDF本部（東京）で毎週火曜日・木曜日に
弁護士による電話やWEB会議システムを利
用した個別相談を実施。

NDF本部（東京）で毎週月曜日～土曜日に
行政書士による電話での情報提供を実施。

原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下「NDF」という。）は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の規定「NDF
が資金援助を行った原子力事業者に係る原子力損害を受けた者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う」
に基づき、福島県内外で原子力損害賠償に係る弁護士による法律相談・行政書士による情報提供を行っている。NDFが
発足した平成23年の10月から実施し、令和5年9月までに延べ50,862件の相談・情報提供を実施した。また、中間指
針第五次追補等を踏まえた追加賠償の支援として、復興住宅、常設会場での弁護士相談会、及び本部での電話での情報
提供において、令和5年9月より追加賠償に係る請求書作成支援を実施している。



2-1.相談・情報提供件数の推移

相談・情報提供件数の推移（通期）

➢ 令和5年度上期の相談・情報提供の件数は、2,107件（前年同期比410.2%増 、＋1,694件）であった。
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（2,107件の内訳）・対面相談の件数は、346件（前年同期比111.0%増、＋182件）

・電話相談・情報提供の件数は、1,761件（前年同期比607.2％増、＋1,512件）

対面相談（福島県内） 対面相談（福島県外） 電話相談（弁護士） 電話情報提供（行政書士）

（半期）



2-2.相談・情報提供件数の推移（相談形態別）

相談・情報提供件数の推移（相談形態別）
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➢ 福島県内での対面相談は、前年同期比133.6%増であった。

➢ 福島県外での対面相談は、前年同期比30.6%増であった。

➢ 電話（相談・情報提供）では、電話情報提供件数が1,736件で前年同期比685.5%増（＋1,515件）と大きく増加した。

（299件の内訳）・巡回相談：109件（前年同期比179.5%増、＋70件） ・常設会場相談：156件（前年同期比110.8%増、＋82件）

・弁護士会委託：34件（前年同期比126.7%増、＋19件）



2-3.相談・情報提供件数の推移（事故発生時の居住地別）

※ 平成23.3.11時点の人口は、”避難指示区域の状況（避難地域12市町村の詳細）”．福島復興ステーション（WEBサイト）． より
※ 同一案件での継続的な相談・情報提供等は1件として集計する場合があるため、2-1・2-2の相談・情報提供件数の合計値とは一致しない
※ 「その他福島県」は、被災12市町村およびいわき市以外の福島県内の市町村

相談・情報提供件数の推移（事故発生時の居住地別）
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➢ 12市町村では、「南相馬市」、 「浪江町」、「富岡町」 、「大熊町」の順に件数が多い。

➢ 令和4年度下期同様に、中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償において、対象地域の「いわき市」、「その他福島県」

に居住されていた方からの問い合わせが大きく増加している。



3.県外相談会の相談実績（県外相談会＋賠償請求全般・第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会）
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令和5年度県外相談会の実績と計画 県外相談会の実績

※新潟県と山形県で定期的に開催していた相談会の実績は
上記表に含まず（新潟県では平成24年度まで、山形県
では平成29年度まで開催）

開催年度 開催回数
県外相談

件数

説明会

参加者数

平成25年度 10回 98件 227人

平成26年度 32回 466件 1226人

平成27年度 20回 290件 701人

平成28年度 21回 197件 389人

平成29年度 16回 119件 229人

平成30年度 17回 103件 155人

令和元年度 19回 96件 100人

令和2年度 14回 51件 35人

令和3年度 12回 39件 23人

令和4年度 16回 54件 18人

令和5年度 上期 9回 35件 39人

開催場所

6月3日 （土） 東京都墨田区（すみだ産業会館）

6月24日 （土）
茨城県水戸市（茨城県総合福祉会館）

※賠償請求全般＋第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会同時開催

7月1日 （土）
東京都新宿区（新宿NSビル）

※賠償請求全般＋第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会同時開催

7月8日 （土）
宮城県仙台市 (あすと長町貸会議室)

※賠償請求全般＋第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会同時開催

7月23日 （日） 埼玉県加須市（キャッスルきさい）

8月26日 （土） 新潟県長岡市（長岡商工会議所）

9月2日 （土）
茨城県つくば市（つくば市役所）

※賠償請求全般＋第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会同時開催

9月9日 （土） 埼玉県川越市（ウェスタ川越）

9月30日 （土） 千葉県千葉市（ペリエホール）

10月14日 （土） 東京都足立区（シアター1010）

10月28日 （土） 栃木県宇都宮市（栃木県教育会館）

11月11日 （土）
山形県山形市（山形市総合福祉センター）

※賠償請求全般＋第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会同時開催

11月18日 （土）
茨城県日立市（日立シビックセンター）

※賠償請求全般＋第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会同時開催

11月25日 （土） 東京都渋谷区（TKPガーデンシティ渋谷）

12月9日 （土）
宮城県仙台市（中小企業活性化センター）

※賠償請求全般＋第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会同時開催

1月20日 （土）
東京都千代田区（東京国際フォーラム）

※賠償請求全般＋第五次追補等を踏まえた追加賠償に関する説明会同時開催

3月予定 東京都豊島区（会場未定）

開催日

令

和

5

年

度

上

期

令

和

5

年

度

下

期



4.相談・情報提供内容の割合の推移

※個人賠償：精神的損害、生
命身体的損害、一時立入・帰
宅費用、就労不能損害、除
染・検査費用、その他（お墓
に関する損害の相談等）

（凡例）住居確保損害受付開始（H26.7.23）

相談・情報提供の内容の割合の推移

※1件の相談に複数の相談内容が含まれる場合はそれぞれを相談内容の数に計上

※グラフは相談内容の総数に対する各相談内容の数の割合（相談内容の総数 平成23年度下期：10,064 平成24年度：19,180 平成25年度：15,878 平成26年度：13,318 平成27年度：9,931

平成28年度：5,845 平成29年度：4,362 平成30年度：3,616 令和元年度：2,743 令和2年度：2,554、令和3年度：2,558、令和4年度：3,550、令和5年度上期：3,870）
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➢ 令和5年度上期の相談・情報提供の内容の割合は、令和4年度下期の傾向から大きく変わらず、中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償

の要件（「自分は対象になるのか」など）や請求関係（「請求書が届かない」など）に関する相談・情報提供が増加し、「請求手続・支

払関係」、「損害賠償の要件等」の割合が高い。

➢ なお、個人賠償、財物賠償・住居確保損害等に関する相談・情報提供は減少傾向にある。

個人賠償※

財物賠償・住居確保損害

生活費増加分・避難費用

営業損害

損害賠償の要件等

請求手続・支払関係

生活全般関係

行政・東電の取組姿勢

中間指針第五次追補決定（R4.12.20）



5.相談者アンケートによる相談会の評価

Q1.個別相談を行った弁護士の対応や説明はいかがでしたか？ n=295

（巡回相談、常設会場、県外相談会で実施したアンケート結果の集計）

Q2.どのような点でそう感じられましたか？（複数回答可）

「大変良かった」「良かった」と思う点

「あまり良くなかった」「良くなかった」と思う点
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